
廃棄物の分類

廃棄物処理法では廃棄物を次のように区分しています。

　廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、一般廃棄物はさらに「家庭系
一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

　すべての事業所から排出される廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区
分されており、家庭から排出される廃棄物とは処理の方法が違います。
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